
25 4 1

26 3 31

13,812

4.3

24
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674

1,009

395 238 166

118 85

7

3

42

22

43

23

44

24

45

2,010 1,978 1,900 1,928

156 168 176 143

84 77 73 71

80 84 74 65 70 50 68 72

5,642 5,578 6,931 7,183

2 1 1 14

1~3 33,645 15,149

1~4 3~4 14,230

51 46.7 5.3

762 521

493 77

182 7
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1,600,000

1,040,000

52

246,000 23.65

105,400 10.13

100,000 9.62

60,000 5.77

4 60,000 5.77

52,000 5.00

36,000 3.46

31,500 3.03

30,000 2.88

28,300 2.72

25 6 21 44
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新 任 取締役 荒井 功 取締役 関根久修 監査役 本間公祐

退 任 取締役 渡邊光春 取締役 北村潤一郎 監査役 脇 千春

２．取締役 明道進氏、光地勇一氏、荒木啓文氏、荒井 功氏、および関根久修氏は、

会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

３．監査役 辻清宏氏、小林良輔氏、および本間公祐氏は、会社法第 2 条第 16 号に定

める社外監査役であります。

４．会計監査人の状況

名 称 新日本有限責任監査法人

５．内部統制についての取締役会決議の状況

業務の適正を確保するための体制等の整備について、取締役会で決議した内容

の概要は次のとおりであります。

（１） 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

法令遵守については、コンプライアンスに関する規範体系を明確にするととも

に、組織体制として役職員の役割を定め、体制の確立を図ります。

（２） 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

役職員の職務の執行に係る情報については、その保存媒体に応じ、遺漏無きよ

う十分に注意をもって保存・管理に努めます。

（３） 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

統一的なリスク管理体制確立のため、職務の執行に伴うリスクカテゴリーを分

類・整備し、効果的な予防と混乱無き対処を目指します。

（４） 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

役職員の職務の執行が適切かつ効率的に行われる体制づくりとして、「定例役員

会要領」など諸規定を整備し運用しております。

（５） 監査役がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）を置くことを求めた場合

における当該使用人に関する事項

当社企業規模並びに業務ボリュウムから、原則として専属のスタッフは配置せ

ず、総務部担当者が必要に応じ、監査役スタッフ業務を兼務するものとします。

（６） 補助使用人の取締役からの独立性に関する事項

その担当者の指名や業務内容、期間等について事前に取締役と監査役が意見交

換を行うものとします。

（７） 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に

関する体制

全ての役職員は、当社に著しい損害を及ぼす虞や事実の発生、信用を著しく失

墜させる事態、内部管理の体制・手続等に関する重大な欠陥や問題、法令違反等

の不正行為や重大な不当行為等について知り得たときには、法令に従い速やかに

監査役に報告するものとします。

（８） その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人から会計監査内容

について説明を受けるとともに、情報の交換など連携を維持するものとします。
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貸 借 対 照 表
平成 26 年 3 月 31 日 現在

金 額 金 額

千円 千円

【 619,564 】 【 627,473 】

402,012 161,196

31,196 7,584

110,005 69,230

915 12,559

47,814 85,690

27,621 25,413

【 6,564,205 】 318

4,214,590 117,541

3,850,582 37,677

8,503 10,262

108,094 100,000

4,500 【 3,103,842 】

153,296 1,277,086

89,614 435,507

641,628 1,237,756

1,693 30,296

6,234 122,218

632,057 976

1,643 3,731,315

（投資その他の資産） 1,707,986

531,514 【 3,452,454 】

14,822 520,000

1,141,994 520,000

4,897 2,932,454

14,559 130,000

198 2,418,800

383,654

3,452,454

7,183,770 7,183,770

負 債 の 部

【 流 動 資 産 】

科 目科 目

資 産 の 部

【 流 動 負 債 】

土 地

【 固 定 資 産 】

建 物

構 築 物

１年内返済長期借入金

１年内返済保証金

器 具 備 品

現 金 及 び 預 金

電 話 加 入 権

リ ー ス 資 産

（有形固定資産）

【 固 定 負 債 】

受 入 保 証 金

未 収 入 金

有 価 証 券

商 品

繰 延 税 金 資 産

その他流動資産

純資産の部合計

前 受 金

預 り 金

賞 与 引 当 金

修 繕 引 当 金

施 設 利 用 権

リ ー ス 資 産

長 期 前 払 費 用

長期繰延税金資産

長 期 未 払 金

長 期 借 入 金

受 入 敷 金

未払金（総務部）

未払金（営業部）

未払金（施設部）

未 払 法 人 税 等

未 払 費 用

（ 資 本 金 ）

（ 利 益 剰 余 金 ）

差 入 保 証 金

資 本 金

【 株 主 資 本 】

建 設 仮 勘 定

投 資 有 価 証 券

退職給付引当金

（無形固定資産）

資 産 除 去 債 務

ソ フ ト ウ エ ア

資 産 合 計

負 債 の 部 合 計

繰越利益剰余金

負債・純資産合計

そ の 他

保証金返還積立金

別 途 積 立 金

純 資 産 の 部

利 益 準 備 金
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損 益 計 算 書
自 平成 25年 4月 1日

至 平成 26年 3月 31日

千円

1,928,032

1,589,055

売 上 総 利 益 338,976

【販売費及び一般管理費】 199,627

営 業 利 益 139,348

受取利息・配当金 4,426

雑 収 入 17,506 21,933

支 払 利 息 17,749

雑 損 失 100 17,850

経 常 利 益 143,430

固 定 資 産 除 却 損 18,806 18,806

税引前当期純利益 124,624

法人税、住民税及び事業税 47,887

法 人 税 等 調 整 額 5,262

当 期 純 利 益 71,474

【 特 別 損 失 】

科 目 金 額

【 売 上 高 】

【 売 上 原 価 】

【 営 業 外 収 益 】

【 営 業 外 費 用 】
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（単位：千円）

別 途
積立金

繰越利益
剰余金

520,000 130,000 2,418,800 343,379 2,892,179 3,412,179 3,412,179

剰余金の
配当

△ 31,200 △ 31,200 △ 31,200 △ 31,200

当期純利益 71,474 71,474 71,474 71,474

40,274 40,274 40,274 40,274

520,000 130,000 2,418,800 383,654 2,932,454 3,452,454 3,452,454

利益剰余金

株主資本
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金
利 益
剰余金
合 計

平成25年4月1日
残高

当期変動額

当期変動額
合計

平成26年3月31日
残高

株主資本等変動計算書

（自 平成 25年 4月 1日 至 平成 26年 3月 31日）

株主資本

純資産
合 計

資本金
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１．記載金額については、千円未満を切り捨てて表示しております。

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 ・・・ 償却原価法

その他有価証券

時価のないもの ・・・ 総平均法による原価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 ・・・

（３）固定資産の減価償却方法

有形固定資産
（リース資産を除く）

・・・

無形固定資産
（リース資産を除く）

・・・

リース資産 ・・・

（４）引当金の計上基準

賞 与 引 当 金 ・・・

修 繕 引 当 金 ・・・

退 職 給 付 引 当 金 ・・・

（５）リース取引の処理方法

（６）消費税等の会計処理は税抜処理によっております。

３．貸借対照表に関する注記

（１）担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産

建 物 3,849,928千円

構 築 物 8,503千円

定 期 預 金 1,852千円

計 3,860,284千円

②担保に係る債務

１年内返済長期借入金 85,200千円

長 期 借 入 金 677,700千円

計 762,900千円

（２）有形固定資産の減価償却累計額 9,393,190千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

（１）当事業年度の末日における発行済株式の総数（普通株式）

（２）当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成25年６月21日の第44期定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額 31,200千円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 30円

基準日 平成25年３月31日

効力発生日 平成25年６月24日

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

固定資産の周期的な修繕に備えるため、過去の実績を勘案して計上しております。

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき
計上しております。

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計
基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によっております。

1,040,000株

個 別 注 記 表

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算
定）

定額法を採用しております。ただし、平成19年３月31日以前に取得したものについては、旧
定額法を採用しております。なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、
３年間で均等償却しております。

定額法によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（３）当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成26年６月20日の第45期定時株主総会において、次の議案を付議いたします。

配当金の総額 31,200千円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 30円

基準日 平成26年３月31日

効力発生日 平成26年６月23日

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な内容は、修繕引当金、退職給付引当金の否認等であります。

なお、 平成26年3月31日に 「所得税法等の一部を改正する法律」 （平成26年法律第10 号） が公布され、平成26年４月１日以降に

開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。 これに伴い、繰延税金資産の計算においては、平成26年4

月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異に適用される法定実効税率が変更となりました。

この税率変更により、 繰延税金資産が3,262千円減少し、 法人税等調整額が同額増加しております。

６．リースにより使用する固定資産に関する注記

７．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

（２）金融商品の時価等に関する事項

（単位：千円）

（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（1）現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（2）有価証券、並びに（3）投資有価証券

証券会社等、各取扱金融機関の開示する時価情報によっております。

（4）保証金返還積立金

（5）未払金

資金運用については、元本の回収確実性を最重視し、かつ常識的な運用益が得られるような商品で運用しております。また満期
設定のある金融商品は、原則としてその満期日もしくは償還日まで保有するものとし、金融機関の選定についても信用面に留意
しつつ、安全性の確保に努めております。
有価証券及び投資有価証券は主として公社債等の債券であり、半期ごとに時価把握を行っております。
借入金の使途は設備投資資金（長期）であり、いずれも固定金利の証書貸付であります。なお、デリバティブ取引は実施しており
ません。

当社事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

保証金返還積立金（貸借対照表計上額は、1,141,994千円）については、主としてテナントからの預り金（保証金及び敷金）を

銀行預金で運用しております。そのうち当事業年度末から起算して満期まで1年を超える1件について、期間に基づく区分ごと

に、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定する方法によっております。

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、上記金額

は、未払金（総務部）、未払金（営業部）、未払金（施設部）の合計となっております。

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しており
ます。

貸借対照表
計上額（*）

時 価（*） 差 額

（1） 現金及び預金 402,012 402,012 -

（2） 有価証券 110,005 109,962 △43

（3） 投資有価証券

満期保有目的債券 530,704 538,670 7,966

（4） 保証金返還積立金 30,000 30,003 3

（5） 未払金 ( 167,480 ) ( 167,480 ) -

（6） 長期借入金（一年内返済分を含む） ( 1,438,282 ) ( 1,486,062 ) 47,780
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（6）長期借入金（一年内返済分を含む）

８．賃貸等不動産に関する注記

（１）賃貸等不動産の状況に関する事項

（２）賃貸等不動産の時価に関する事項

９．１株当たり情報に関する注記

（１）１株当たり純資産額 3,319円66銭

（２）１株当たり当期純利益 68円72銭

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

借入金については、元利金の合計額をリスクフリーレートにスプレッドを加算して算出する利率で割り引いて算定する方法に
よっております。

（注2）非上場株式（貸借対照表計上額は、810千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と考えられるため、「(3）投資有価証券」には記載しておりません。

（注3）一年内返済保証金（貸借対照表計上額は、7,584千円）及び受入保証金（貸借対照表計上額は、435,507千円）、受入敷
金（貸借対照表計上額は、1,237,756千円）は、退去時期が未定であり、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と考えられるため、上記の表には記載しておりません。

当社では札幌市内において、地下商業施設として賃貸用不動産を有しております。

（注1）貸借対照表計上額は、有形固定資産に計上されている建物（建物附属設備を含む。）、構築物並びに無形固定資産に計
上されている施設利用権のうち、賃貸の用に供される部分の取得原価から減価償却累計額を控除した額であります。

（注2）当事業年度末における時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて不動産鑑定事務所が算定した金額（指標等を
用いて調整を行ったものを含む。）であります。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価

4,462,714 6,056,738
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